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判例研究

判
例
研
究

家
族
法
判
決
、
・
審
判
研
究

九
州
家
族
研
究
会

第
三
者
に
よ
る
家
庭
破
壊
と
未
成
年
の
子
に
対
す
る
不
法
行
為
貴
任

最
高
裁
　
昭
和
五
四
年
三
月
三
〇
日
　
第
二
小
法
廷
判
決

（
昭
和
五
一
年
（
オ
）
第
三
二
八
号
　
慰
謝
料
請
求
事
件
）

　
民
集
三
三
巻
二
号
　
二
〇
三
頁

　
〈
事
実
の
概
要
V

　
管
外
A
男
（
夫
）
ど
原
告
嫡
女
（
被
控
訴
人
、
上
告
人
、
妻
）
は
昭
和

二
三
年
七
月
掛
〇
日
に
婚
姻
の
届
出
を
し
、
そ
の
間
に
は
原
告
為
女
（
同
、

長
女
、
昭
和
二
三
年
八
月
一
五
日
出
生
）
、
為
女
（
同
、
昭
和
三
三
年
九
月

＝
二
日
出
生
）
、
恥
女
（
同
、
三
女
、
昭
和
三
九
年
四
月
二
日
出
生
）
が
い

る
。
A
は
、
昭
和
三
二
年
二
月
頃
か
ら
、
銀
座
の
ア
ル
バ
イ
ト
サ
ロ
ン
で

ホ
ス
テ
ス
を
し
て
い
た
被
告
Y
女
（
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
と
知
り
合
い
、

や
が
で
互
い
に
好
意
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
Y
は
A
に
妻
子
が
あ
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
情
交
関
係
を
も
つ
に
至
っ
た
。
昭
和
三
五
年
＝
月
二
一
，

日
に
Y
は
A
と
の
間
に
訴
外
B
女
を
出
産
し
、
A
は
昭
和
三
九
年
四
月
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

○
日
に
B
を
認
知
し
た
。
そ
の
間
、
A
は
Y
と
の
関
係
を
X
に
隠
し
て
い

た
が
、
つ
い
に
昭
和
三
九
年
二
月
頃
、
陥
は
両
者
の
関
係
を
知
る
に
至

り
、
A
を
厳
し
く
責
あ
た
た
め
、
既
に
愛
情
を
失
い
か
け
て
い
た
A
は
、

同
年
六
月
、
・
翰
ら
と
別
居
し
、
そ
の
後
Y
と
同
棲
し
た
が
、
ま
も
な
く
鳥

取
県
に
移
り
住
み
、
昭
和
四
二
年
に
再
び
東
京
に
戻
り
、
現
在
に
至
る
ま

で
Y
と
同
棲
し
て
い
る
。
な
お
、
Y
は
昭
和
三
九
年
銀
座
で
バ
ー
を
開
業

し
、
A
と
の
子
B
を
養
育
し
て
い
る
が
、
A
と
同
棲
す
る
前
後
を
通
じ
て

A
か
ら
金
員
の
贈
与
な
い
し
貸
与
を
受
け
た
こ
と
も
、
生
活
費
を
受
け
取

っ
た
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、
A
が
妻
子
の
も
と
に
戻
り
た
い
の
で
あ
れ

ば
、
敢
え
て
反
対
は
し
な
い
と
の
態
度
で
あ
る
。
ま
た
、
A
は
自
分
の
職

業
を
も
ち
、
別
居
以
来
、
毎
月
数
万
円
を
瓦
ら
に
送
金
し
て
い
た
。

　
そ
こ
で
、
瓦
は
、
夫
の
貞
操
を
要
求
す
る
権
利
を
、
為
、
為
、
L
は
父

の
保
護
を
求
め
る
権
利
を
奪
わ
れ
、
更
に
、
翰
ら
は
、
妻
と
し
て
、
子
と

し
て
A
と
と
も
に
共
同
し
て
家
庭
生
活
を
営
む
こ
と
を
求
め
る
親
族
権
を

侵
害
さ
れ
、
精
神
的
平
和
を
害
さ
れ
た
と
し
て
、
瓦
は
五
〇
〇
万
円
、
為

は
二
〇
〇
万
円
、
為
、
L
は
各
一
〇
〇
万
円
を
慰
謝
料
と
し
て
Y
に
請
求

し
た
。

・
第
一
審
は
、
Y
の
行
為
は
添
、
為
ら
の
何
れ
に
対
し
て
も
不
法
行
為
に

な
る
と
し
て
、
瓦
に
つ
き
三
〇
〇
万
円
、
為
に
つ
き
五
〇
万
円
、
輪
、
し

に
つ
き
各
五
〇
万
円
の
慰
謝
料
を
認
容
し
た
（
東
京
地
墨
昭
和
四
九
年
六

月
二
八
日
）
。

と
れ
に
対
し
、
原
審
は
馬
A
と
Y
と
は
A
の
さ
そ
い
か
け
か
ら
自
然
の

愛
情
に
よ
っ
て
情
交
関
係
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
A
と
Y
が
同
棲

生
活
に
入
っ
た
の
は
A
と
瓦
と
の
婚
姻
生
活
が
既
に
破
綻
し
た
後
で
あ
っ

50（3－4●183）491



判例研究

て
、
し
か
も
A
の
方
か
ら
Y
の
も
と
へ
赴
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
A
と

Y
の
同
棲
以
来
子
供
で
あ
る
為
ら
は
A
の
愛
ぶ
養
育
を
受
け
ら
れ
な
く
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ご
れ
は
一
に
A
の
不
徳
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
っ
て

Y
に
直
接
責
任
が
あ
る
と
し
え
な
い
こ
と
（
等
を
理
由
に
、
Y
に
不
法
行

為
は
な
い
ど
し
て
、
一
・
審
判
決
を
取
り
消
し
、
瓦
～
＆
の
請
求
を
す
べ
て

棄
却
し
た
（
東
京
高
接
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
二
日
）
。

　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
ヒ
る

　
そ
こ
で
、
X
～
X
は
、
概
略
、
e
妻
子
あ
る
男
と
不
倫
関
係
に
陥
り
、

そ
の
家
庭
を
破
壊
し
た
者
は
、
妻
の
み
な
ら
ず
子
に
対
し
て
も
不
法
行
為

責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
、
，
口
そ
の
者
は
、
年
齢
・
不
倫
関
係
の
期
間
等

か
ら
み
て
、
ど
ち
ら
が
積
極
的
に
誘
っ
た
か
は
問
題
と
す
べ
き
で
は
な

い
、
日
不
倫
関
係
に
お
い
て
敢
え
て
非
嫡
出
子
を
生
み
、
認
知
を
求
め
る

こ
と
は
、
正
妻
と
嫡
出
子
に
対
す
る
不
法
行
為
と
な
る
、
四
夫
婦
別
居
後

の
同
棲
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
別
居
原
因
が
そ
れ
ま
で
の
不
倫
関
係
に
起
因

し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
同
棲
は
妻
子
に
対
す
る
不
法
行
為
で
あ
る
、
田

以
上
か
ら
原
判
決
は
暴
論
で
あ
り
、
こ
れ
は
妾
関
係
の
肯
定
、
乱
交
の
奨

励
を
導
き
、
健
全
な
家
庭
生
活
秩
序
の
崩
壊
を
も
た
ら
す
、
と
主
張
し
て

上
告
し
た
。

　
〈
判
旨
V

　
痘
に
関
す
る
部
分
は
破
棄
差
戻
七
、
痘
～
匁
に
つ
い
て
は
上
告
棄
却
し

　
　
ユ

た
。
X
に
関
す
る
判
旨
は
省
略
す
る
。

　
「
妻
及
び
未
成
年
の
子
の
あ
る
男
性
と
肉
体
関
係
を
持
っ
た
女
性
が
妻

子
の
も
と
を
去
っ
た
右
男
性
と
同
棲
す
る
に
至
っ
た
結
果
、
そ
の
子
が
日

常
生
活
に
お
い
て
父
親
か
ら
愛
情
を
注
が
れ
、
そ
の
監
護
、
教
育
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
♪
そ
の
女
性
が
害
意
を
も
っ
て
父

親
の
子
に
対
す
る
監
護
等
を
積
極
的
に
阻
止
す
る
な
ど
特
段
の
事
情
の
な

い
限
り
、
・
右
女
性
の
行
為
は
未
成
年
の
子
に
対
し
て
不
法
行
為
を
構
成
す

る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
父
親
が
そ
の

未
成
年
の
子
に
対
し
愛
情
を
注
ぎ
、
監
護
、
，
教
育
を
行
う
こ
と
は
、
、
他
の

女
性
と
同
棲
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
父
親
自
ら
の
意
思
に
よ

っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
女
性
と
の
同
棲
の
結

果
、
未
成
年
の
子
が
事
実
上
父
親
の
愛
情
，
・
監
護
～
教
育
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
不
利
益
を
被
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
右
女

性
の
行
為
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
な
い
も
の
ど
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
・
　
　
　
　
・

　
原
審
が
適
法
に
確
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
為
、
漁
、
＆
の
父
親
で

あ
る
A
は
昭
和
三
二
年
ご
ろ
か
ら
Y
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
翫
ら
が
未
だ

成
年
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
昭
和
四
二
年
余
と
同
棲
す
る
に
至
っ
・
た
が
、

Y
は
A
と
の
同
棲
を
積
極
的
に
求
め
た
も
の
で
な
く
、
A
が
為
ら
の
も
と

に
戻
る
の
を
敢
え
て
反
対
し
な
か
っ
た
し
、
A
も
為
ら
に
対
し
て
生
活
費

を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
記

説
示
に
照
ら
す
と
、
右
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
で
序
特
段
の
事
情
も
窺

え
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
は
為
ら
に
対
し
、
不
法
行
為
を
構

成
す
る
も
の
と
は
い
い
難
い
。
…
三
」

・
大
塚
裁
判
富
の
補
足
意
見

　
「
妻
及
び
未
成
年
の
子
の
あ
る
男
性
と
肉
体
関
係
を
持
っ
た
女
性
が
妻
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子
の
も
ど
を
去
っ
た
右
男
性
と
同
棲
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
右
未
成
年
の

子
が
事
実
上
父
親
の
監
護
等
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
不
利
益

を
被
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
否
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、

問
題
は
、
右
の
事
実
上
の
不
利
益
を
法
的
に
評
価
し
て
原
因
行
為
と
相
当

因
果
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
…
…
本
件

の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
・
家
に
残
し
た
子
に
対
し
、
監
護
等
を
行
う

こ
と
は
、
そ
の
境
遇
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
父
親
自
ら
の
意
思

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
相
当
因
果
関
係
の
有
無
の
判
断

に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
父
親
の
意
思
決
定
が
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
父
親
の
意
思
決
定
の
い
か
ん
に
よ
っ

て
未
成
年
の
子
が
監
護
等
を
受
け
ら
れ
る
か
、
又
は
受
け
ら
れ
な
い
か
の

結
果
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
多
数
意
見
摘
示
に
か
か
わ
る
原
審

の
確
定
し
た
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
女
性
の
同
棲
行

為
に
よ
っ
て
未
成
年
の
子
が
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
と
は

い
い
難
く
、
右
不
利
益
は
、
あ
ぐ
ま
で
も
事
実
上
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に

し
か
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
法
的
に
評
価
し
て
原
因
行
為
と
相
当
因
果
関
係
に

あ
る
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
」

　
本
林
裁
判
官
の
反
対
意
見

　
「
…
…
私
は
、
未
成
年
の
子
を
持
つ
男
性
と
肉
体
関
係
を
持
ち
、
そ
の

者
の
子
供
を
出
産
し
、
妻
子
の
も
と
を
去
っ
た
右
男
性
と
同
棲
す
る
に
至

っ
た
女
性
が
た
と
え
、
自
ら
そ
の
同
棲
を
望
ん
だ
も
の
で
も
な
く
、
同
棲

後
も
ハ
男
性
が
妻
子
の
も
と
に
戻
る
こ
と
に
敢
え
て
反
対
し
な
い
の
で
あ

っ
て
も
、
同
棲
の
結
果
（
男
性
が
そ
の
未
成
年
の
子
に
対
し
て
全
く
、
監

護
、
教
育
を
行
わ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
る
子
の

不
利
益
は
、
そ
の
女
性
の
男
性
と
の
同
棲
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
不
法
行
為
に
お
け
る

行
為
と
そ
の
結
果
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
口
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断

は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
あ
れ
ば
、
通
常
は
そ
の
よ
う
な
結
果
が
生
ず
る

で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
基
準
に
よ
っ
て
さ
れ
る
べ
き
と
こ

ろ
、
妻
子
の
も
と
を
去
っ
て
他
の
女
性
と
同
棲
し
た
男
性
が
後
に
残
し
て

来
た
未
成
年
の
子
に
対
し
て
事
実
上
監
護
及
び
教
育
を
行
う
こ
と
を
し
な

く
な
り
、
そ
の
た
め
子
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
は
、
通
常
の
こ
と
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
、
…
…
更
に
、
日
常
の
父
子
の
共
同
生
活
の
上
で
子
が
父
か

ら
日
々
、
享
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
愛
情
は
、
父
親
が
他
の
女
性
と
同
棲

す
れ
ば
、
幽
必
ず
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ

〔
る
〕
…
…
。
…
…
次
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
Y
の
行

為
に
よ
っ
て
翫
ら
が
被
っ
た
不
利
益
は
（
は
た
し
て
不
法
行
為
法
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
と
な
り
得
る
か
の
問
題
で
あ
る
一
…
：
。
民
法
八

二
〇
条
は
、
親
権
を
行
う
者
は
、
子
の
監
護
及
び
教
育
を
す
る
権
利
を
有

し
、
義
務
を
負
う
と
規
定
す
る
。
…
…
親
が
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
右

義
務
を
解
黒
し
、
そ
の
結
果
、
子
が
不
利
益
を
被
っ
允
と
す
れ
ば
、
親

は
、
子
に
対
し
て
不
法
行
為
上
の
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
る
か
ら
、
右
不
利
益
は
、
「
不
法
行
為
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ

き
法
益
と
な
り
得
る
と
考
え
ち
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
未
成
年
の
子
が

両
親
と
と
も
に
共
同
生
活
を
お
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
享
受
す
る
こ
と
の
で
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き
る
父
親
か
ら
の
愛
情
、
父
子
の
共
同
生
活
が
生
み
出
す
と
こ
ろ
の
家
庭

的
生
活
利
益
等
は
、
未
成
年
の
子
の
人
格
形
成
に
強
く
影
響
を
与
え
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
人
間
性
の
本
質
に
深
く
か
か
わ
り

合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
法
律
は
、
そ
れ
ら
へ
の
侵
害
に
対

し
て
は
厚
い
保
護
の
手
を
差
し
延
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
換
言
す
れ

ば
、
右
利
益
等
は
、
十
分
に
法
律
の
保
護
に
価
す
る
法
益
で
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
あ
る
女
性
が
未
成
年
の
子
を
家

に
残
し
て
来
た
男
性
と
同
棲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
右
子
が
父
親
か
ら
の

愛
情
、
監
護
、
教
育
を
享
受
し
得
な
く
な
る
よ
う
な
結
果
が
生
b
た
場
合

に
は
、
右
女
性
は
、
故
意
又
は
過
失
が
あ
る
限
り
、
未
成
年
の
子
に
対

し
、
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。

…
…
」

　
〈
批
　
評
〉

　
一
　
本
判
決
の
位
置
・
特
徴

　
本
判
決
は
、
夫
が
妻
子
の
も
と
を
去
り
他
機
と
同
棲
し
た
こ
と
に
よ

り
、
妻
及
び
子
か
ら
そ
の
女
性
に
対
し
不
法
行
為
に
基
づ
く
慰
謝
料
請
求

を
し
た
の
に
対
し
、
妻
に
つ
い
て
は
そ
の
請
求
を
認
容
し
、
子
に
つ
い
て

は
棄
却
し
た
（
以
下
〈
東
京
ケ
ー
ス
〉
と
も
い
う
）
。
最
高
裁
は
、
同
日
、

妻
が
夫
子
の
も
と
を
去
り
メ
キ
シ
コ
へ
渡
航
し
て
他
男
と
同
棲
し
た
た

め
、
夫
及
び
子
か
ら
男
性
に
対
し
慰
謝
料
請
求
を
し
た
本
件
と
対
照
的
な

事
案
に
つ
い
て
も
、
本
判
決
と
同
じ
判
断
を
下
し
た
（
以
下
〈
大
阪
ケ
L

　
　
　
　
（
－
）

ス
〉
と
い
う
）
。

　
配
偶
者
が
不
貞
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
他
方
配
偶

者
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
慰
謝
料
請
求
を
な
し
う
る
こ
と
は
、
大
審
院
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

来
の
確
定
し
た
判
例
で
あ
り
、
最
高
裁
も
踏
襲
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
本

判
決
は
、
配
偶
者
か
ら
の
慰
謝
料
請
求
を
認
容
し
た
点
に
お
い
て
は
新
し

い
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
《
子
か
ら
の
不
貞
の
相
手
方
に
対
す

る
慰
謝
料
請
求
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
大
審
院
、
、
，
最
高
裁
を
通
し
て
判
例

が
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
近
時
、
問
題
が
表
面
化
し
、
下
級
審
判
決
も
判

断
が
分
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
本
判
決
は
（
子
か
ら
の
慰
謝
料
請
求
を

否
定
し
た
と
は
い
え
、
内
最
高
裁
と
し
て
初
め
て
の
判
断
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
・
以
下
に
お
い
て
は
、
後
者
の
問
題
に
限
定
し
て
検
討
を

　
　
　
（
3
）

行
い
た
い
。

　
こ
こ
で
、
検
討
に
先
立
ち
、
本
件
の
特
徴
と
判
決
の
論
理
を
整
理
し
て

お
こ
う
。

　
本
件
で
は
、
父
親
が
第
一
．
二
者
と
情
交
関
係
（
婚
外
子
の
出
生
、
・
”
認
知
）

を
も
ち
、
発
覚
後
、
．
妻
と
三
人
の
子
（
何
れ
も
未
成
年
子
）
と
別
居
し
、

以
後
、
第
三
者
と
同
棲
継
続
中
で
あ
る
。
こ
の
同
棲
関
係
に
つ
い
て
は
、

第
三
者
は
、
そ
の
父
親
に
妻
子
が
い
る
こ
と
は
当
初
よ
り
知
っ
て
い
た

が
、
同
棲
は
積
極
的
に
求
め
た
も
の
で
も
な
く
、
同
棲
後
も
父
親
が
妻
子

の
も
と
へ
戻
る
こ
と
に
敢
え
て
反
対
し
て
い
な
い
し
、
生
活
費
の
授
受
も

な
い
。
・
他
方
、
父
親
は
、
第
三
者
に
傾
倒
し
て
お
り
、
妻
子
の
も
と
へ
帰

る
意
向
は
全
く
な
く
、
妻
も
父
親
が
帰
っ
て
く
る
と
思
っ
て
い
な
い
（
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

日
、
妻
は
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
た
）
。
つ
ま
り
、
同
棲
関
係
は
、
情
交
関
係

に
起
因
し
、
父
親
の
方
か
ら
積
極
的
に
求
め
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
も
は
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や
解
消
の
可
能
性
の
な
い
形
で
継
続
さ
れ
て
お
り
、
残
さ
れ
た
未
成
年
の

子
ば
父
親
の
監
護
等
を
受
け
て
い
な
い
。
尤
も
、
父
親
は
、
別
居
以
来
、

自
己
収
入
か
ら
毎
月
数
万
円
を
妻
子
に
送
金
し
て
い
た
事
実
は
認
め
ら
れ

る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
で
、
本
判
決
は
第
三
者
の
父
親
と
の
同
棲

行
為
が
残
さ
れ
た
未
成
年
の
子
に
対
す
る
不
法
行
為
と
は
な
ら
な
い
と
い

う
結
論
を
下
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
民
法
第
七
〇
九
条
南
に
お

け
る
主
な
特
徴
点
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
こ
れ
が
最
大
の
特
徴
で
あ
る
が
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
で
あ

る
。
判
決
は
、
第
三
者
の
同
棲
行
為
と
未
成
年
の
子
の
不
利
益
と
の
間
に

は
相
当
因
果
関
係
が
な
い
と
す
る
。
そ
の
論
拠
と
し
て
は
、
先
ず
、
「
父
親

が
そ
の
未
成
年
の
子
に
対
し
愛
情
を
注
ぎ
、
監
護
、
教
育
を
行
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
他
の
女
性
と
同
棲
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
父
親
自
ら
の

ヘ
　
　
へ

意
思
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
監
護
教
育
義

務
者
た
る
「
親
の
意
思
」
目
義
務
不
履
行
に
こ
そ
直
接
的
原
因
が
あ
る
と

す
る
。
そ
し
て
、
例
外
的
に
、
第
三
者
は
「
害
意
を
も
っ
て
父
親
の
子
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

対
す
る
監
護
等
を
積
極
的
に
阻
止
す
る
な
ど
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
場
合

に
限
り
有
責
と
す
る
。
本
件
で
は
、
第
三
者
が
父
親
と
の
同
棲
を
積
極
的

に
求
め
た
も
の
で
は
な
い
、
父
親
が
妻
子
の
も
と
に
戻
る
の
を
敢
え
て
反

対
し
な
か
っ
た
、
父
親
が
妻
子
に
生
活
費
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ

た
㍉
と
し
て
特
段
の
事
情
が
存
し
な
い
と
認
定
し
た
。

　
そ
こ
で
、
．
第
二
に
、
以
上
の
よ
う
な
認
識
の
基
礎
に
は
、
判
決
自
身
は

直
接
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
被
侵
害
利
益
を
狭
く
把
握
・
構
成

す
る
態
度
が
窺
わ
れ
る
。
即
ち
、
判
決
は
、
未
成
年
の
子
の
「
不
利
益
」

の
内
容
と
し
て
「
そ
の
子
が
日
常
生
活
に
お
い
て
父
親
か
ら
愛
情
を
注
が

れ
、
そ
の
監
護
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
」
こ
と
を
指

摘
す
る
が
、
し
か
し
、
同
時
に
、
父
親
に
よ
る
愛
情
、
監
護
、
教
育
は
「
他

の
女
性
と
同
棲
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
」
父
親
自
身
が
行
い
う

る
と
い
う
。
同
日
の
〈
大
阪
ケ
ー
ス
〉
の
判
決
で
は
「
同
棲
の
場
所
が
外

国
で
あ
っ
て
も
、
国
内
で
あ
っ
て
も
差
異
は
な
い
」
ど
す
ら
い
う
。
即
ち
、

こ
こ
に
は
、
被
侵
害
利
益
と
し
て
、
単
に
未
成
年
の
子
が
親
の
愛
情
、
監

護
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
の
み
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
利
益
は
親
と

の
共
同
生
活
を
前
提
に
し
て
初
め
て
十
分
に
享
受
し
う
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
或
い
は
、
共
同
生
活
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利

益
と
い
う
も
の
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
第
三
に
、
前
述
の
如
く
、
第
三
者
は
「
特
段
の
事
情
」
が
あ
る

場
合
に
限
り
有
責
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
故
意
要
件
に
つ
い
て
、
単
に
同

棲
の
相
手
方
に
妻
子
が
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、

「
害
意
」
を
要
す
る
、
と
の
認
識
が
窺
わ
れ
よ
う
。

　
二
　
従
来
の
下
級
審
裁
判
例
の
検
討

　
本
判
決
の
検
討
の
た
め
に
は
、
先
ず
、
そ
れ
以
前
の
裁
判
例
に
つ
い
て

分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
先
述
の
如
く
、
本
判
決
は
大
審
院
・
最
高
裁

と
し
て
は
初
め
て
の
判
決
で
あ
る
が
、
下
級
審
は
一
〇
例
の
判
決
が
み
ら

れ
、
管
制
相
対
立
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
下
級
審
判
決
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
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①
聴
東
京
地
判
昭
和
三
七
年
七
月
一
七
旺
（
棄
却
）

　
②
，
　
〃
　
　
昭
和
四
四
年
夏
、
月
三
田
（
認
容
）

　
③
，
広
島
地
夕
霧
和
四
八
年
九
月
二
一
日
（
認
容
）

－
④
，
東
京
地
曳
　
昭
和
四
九
年
六
月
二
八
日
（
認
容
）

・
⑤
菓
京
高
話
昭
和
五
〇
年
↓
二
月
二
二
日
八
棄
却
）
、

　
⑥
・
大
阪
地
判
昭
和
五
二
年
四
丹
二
〇
日
（
棄
却
）

．
⑦
．
　
〃
・
　
略
和
五
二
年
六
月
六
日
く
棄
却
）

　
⑧
大
阪
高
裁
昭
和
五
三
年
八
月
八
日
（
認
容
）

、
⑨
　
　
．
・
〃
　
　
．
曜
和
五
三
年
八
月
三
〇
日
（
棄
却
Y

・
⑩
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
一
、
月
三
一
日
（
認
容
）
・

　
こ
れ
ら
の
内
、
、
④
、
、
⑤
は
本
判
決
〈
東
京
ケ
…
ス
〉
の
第
一
・
、
，
二
審
で

あ
り
、
⑦
」
、
⑧
は
く
大
阪
ケ
ー
ス
V
の
第
一
、
二
審
で
あ
り
、
何
れ
も
一
、

二
審
の
判
断
が
相
対
立
し
て
い
る
。
全
体
と
し
て
も
、
認
容
例
（
②
③
④

⑧
⑩
）
，
と
棄
却
例
（
①
⑤
⑥
⑦
⑨
）
と
が
相
半
ば
し
て
対
立
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
・
以
下
，
認
容
例
、
棄
却
例
の
論
拠
を
検
討
す
る
。

　
け
、
先
ず
、
認
容
例
に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
。
認
容
例
中
判
決
理
由
を

確
認
し
う
る
の
は
②
、
，
③
、
、
⑧
、
⑩
で
あ
り
、
更
に
、
そ
の
内
、
論
拠
を

明
示
す
る
の
は
②
、
③
、
⑧
で
あ
る
。

　
②
は
、
妻
と
三
人
の
子
を
持
ち
幸
福
な
生
活
を
し
て
い
た
男
性
が
教
え

子
の
母
親
と
相
互
に
好
意
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
男
性
が
家
出
し

（
残
ざ
れ
だ
子
は
十
二
歳
、
九
歳
、
五
歳
）
、
同
棲
す
る
に
至
っ
た
事
案
で

あ
る
。
，
・
請
求
認
容
の
理
由
は
次
の
如
し
。
：

　
・
．
「
近
代
的
家
族
は
、
－
，
一
夫
一
婦
制
を
根
底
と
し
、
通
常
、
夫
婦
と
そ
の

　
未
成
年
の
子
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
6
親
族
共
同
生
活
を
中
核
と
す
る
。

　
そ
の
親
族
共
同
生
活
か
ら
醸
成
さ
れ
る
、
各
構
成
員
の
精
神
的
平
和
・

　
幸
福
感
そ
の
他
相
互
間
の
愛
情
利
益
と
い
う
べ
き
も
の
は
．
そ
の
共
同

　
生
活
が
客
観
的
・
社
会
的
に
定
着
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
、
そ
れ
自

　
体
独
立
し
て
、
・
法
の
保
護
に
値
す
る
人
格
的
利
益
で
み
る
と
考
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
家
族
関
係
を
知
り
な
が
ら
、
夫
と
不
倫
関

　
係
に
入
っ
て
、
夫
を
親
族
共
同
生
活
か
ら
離
脱
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

．
家
庭
を
破
壊
し
た
第
三
者
は
ハ
、
妻
に
対
し
て
は
勿
論
の
こ
と
、
未
成
年

　
の
子
に
対
し
て
も
、
、
不
法
行
為
者
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
…
…
」

即
ち
、
②
判
決
の
論
拠
の
第
一
の
、
か
つ
最
大
の
特
徴
は
、
夫
婦
と
未
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

年
の
子
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
「
親
族
共
同
生
活
」
を
重
視
し
、
そ
の
共

同
生
活
か
ら
醸
成
さ
れ
る
「
各
構
成
員
の
精
神
的
平
和
・
幸
福
感
そ
の
他

相
互
間
の
愛
情
利
益
と
も
い
う
べ
き
も
の
」
を
そ
れ
営
体
独
立
し
て
法
の

保
護
に
値
い
す
る
「
大
格
的
利
益
」
と
し
て
構
成
す
る
点
に
あ
る
。
ζ
の

点
で
、
棄
却
例
は
「
未
成
年
の
子
の
父
に
対
す
る
関
係
を
、
実
定
法
上
認
め

ら
れ
る
扶
養
・
監
護
教
育
・
財
産
管
理
請
求
権
の
総
体
に
過
ぎ
な
い
と
解

し
、
愛
情
利
益
の
実
質
的
部
分
を
蒼
過
す
る
も
の
で
あ
隔
る
と
さ
れ
る
。

第
二
に
、
以
上
の
如
く
被
侵
害
利
益
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
♪
第
三
者

ぽ
、
相
手
方
に
妻
子
が
あ
ゆ
、
共
同
生
活
関
係
に
あ
る
と
い
う
「
そ
の
よ

う
な
家
族
関
係
を
葺
け
な
が
ら
」
、
不
倫
騰
係
、
同
棲
関
係
に
入
れ
ば
有
責

ど
さ
れ
る
。
即
ち
、
最
高
裁
の
い
う
よ
ケ
な
「
害
意
」
・
．
は
少
な
く
と
も
要

求
さ
れ
て
い
な
い
q
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③
、
⑧
に
つ
い
て
も
論
拠
は
共
通
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
「
原
告
…
…
は
、
被
告
の
行
為
に
よ
っ
て
：
・
．
…
母
と
し
て
の
愛
情
を

　
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
父
母
と
の
共
同
生
活
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
精
神

　
的
平
和
を
乱
ざ
れ
、
そ
の
人
格
的
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ

　
と
が
で
き
る
…
…
」
（
③
）

　
「
「
夫
婦
と
そ
の
未
成
熟
子
か
ら
な
る
家
族
に
あ
っ
て
（
各
人
は
他
の

　
家
族
と
共
に
平
穏
に
幸
福
な
家
庭
生
活
を
営
む
べ
き
法
の
保
護
に
値
す

　
る
利
益
を
有
し
馬
…
…
第
三
者
が
妻
と
不
倫
な
関
係
を
結
ん
で
当
該
平

　
和
な
家
庭
を
破
壊
し
た
と
き
は
、
…
…
未
成
熟
子
の
身
上
監
護
請
求
権

　
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
…
…
前
記
精
神
的
利
益
の
侵
害

　
を
も
理
由
と
し
て
不
法
行
為
の
成
立
を
肯
認
し
う
る
…
…
」
（
⑧
）

⑧
は
、
更
に
、
故
意
の
点
に
つ
い
て
「
未
成
熟
子
に
対
し
て
第
三
者
が
害

意
を
持
つ
な
ど
…
…
特
別
の
態
様
の
侵
害
行
為
が
な
さ
れ
た
と
き
に
限
っ

て
の
み
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な

い
」
と
、
害
意
等
を
要
し
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

，
以
上
に
対
し
、
⑩
は
若
干
趣
き
を
異
に
す
る
。
事
案
の
特
徴
は
肉
体
関

係
・
同
棲
関
係
が
専
ら
妻
子
あ
る
男
性
の
側
の
積
極
性
に
お
い
て
な
さ
れ

た
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
判
決
は
「
右
原
告
ら
の
平
穏
な
家
庭
生
活
が
破

壊
さ
れ
6
に
至
っ
た
の
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
…
…
父
た
る
（
者
）
の
責

任
に
帰
せ
し
あ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
右
家
庭
生
活
の
破
壊
に
つ
い
て
被

告
の
関
与
の
度
合
ひ
い
て
は
責
任
の
割
合
が
極
め
て
小
さ
い
」
こ
と
を
認

定
し
つ
つ
も
、
こ
の
こ
と
は
責
任
の
存
否
の
判
断
で
は
問
題
と
さ
れ
ず
、

慰
謝
料
の
算
定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
即

ち
、
こ
こ
で
は
、
家
庭
生
活
破
壊
に
対
す
る
「
被
告
の
関
与
の
度
合
ひ
い

て
は
責
任
の
割
合
が
極
め
て
小
さ
い
」
場
合
で
あ
っ
て
も
不
法
行
為
責
任

が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
逆
に
言
え
ば
、
⑧
と
同
様
、
被
告
に
対
し
害
意
等

は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
認
容
例
の
論
拠
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
特
徴
点
は
次

の
二
点
に
整
理
さ
れ
よ
う
。

　
第
一
点
は
被
侵
害
利
益
の
把
え
方
で
あ
る
。
認
容
例
で
は
、
未
成
年
の

子
と
両
親
と
の
「
共
同
生
活
」
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
「
土
凱
旋
生
活
か
ら
醸

成
さ
れ
る
、
各
構
成
員
の
精
神
的
平
和
、
幸
福
感
そ
の
他
相
互
間
の
愛
情

的
利
益
と
い
う
べ
き
も
の
」
（
②
）
、
「
父
母
と
の
共
同
生
活
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
精
神
的
平
和
」
（
③
）
、
「
他
の
家
族
と
共
に
平
穏
に
幸
福
な
家
庭
生

活
を
営
む
べ
き
…
利
益
」
「
精
神
的
利
益
」
（
⑧
）
を
、
そ
れ
自
体
独
立
し

て
法
の
保
護
に
値
す
る
「
人
格
的
利
益
↑
と
し
て
構
成
す
る
。
従
っ
て
、

論
理
的
に
は
、
⑧
が
端
的
に
論
ず
る
如
く
、
未
成
年
の
子
の
被
侵
害
利
益

は
、
親
に
対
す
る
扶
養
、
身
上
監
護
請
求
権
と
前
述
の
如
き
「
人
格
的
利

益
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
認
容
例
で
は
専
ら
後
者
が
問
題
と
さ
れ
て

い
る
。

　
第
二
点
は
加
害
者
の
侵
害
態
様
に
つ
い
て
で
あ
る
。
認
容
例
で
は
、
被

侵
害
利
益
と
し
て
「
人
格
的
利
益
」
を
専
ら
問
題
と
し
て
い
る
て
と
か

ら
、
加
害
者
に
つ
き
、
未
成
年
の
子
が
親
と
共
同
生
活
関
係
に
あ
り
、
親

の
一
方
と
の
同
棲
に
よ
っ
て
そ
れ
が
破
壊
さ
れ
る
て
と
を
認
識
し
て
お
れ

ば
足
り
、
そ
れ
以
上
に
「
害
意
を
持
つ
な
ど
…
特
別
の
態
様
の
侵
害
行

為
」
の
存
在
も
要
し
な
い
し
、
逆
に
、
家
庭
破
壊
に
対
す
る
「
関
与
の
度
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合
ひ
い
て
は
責
任
の
割
合
が
極
め
て
小
さ
い
」
こ
と
も
責
任
否
定
の
理
由

と
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
口
　
次
に
棄
却
例
の
論
拠
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　
①
ば
、
認
容
、
棄
却
例
を
含
め
、
こ
の
種
事
件
の
最
初
の
．
判
決
で
あ

る
。
夫
婦
仲
が
あ
ま
紅
ヶ
ま
ぐ
い
っ
て
い
な
か
っ
た
父
親
が
、
渡
米
中
に

知
り
合
っ
た
女
性
に
積
極
的
に
交
際
を
求
め
、
帰
国
後
も
妻
子
（
未
成
年

の
子
2
人
）
の
許
へ
帰
ら
ず
、
つ
い
に
そ
の
女
性
と
同
棲
す
る
に
至
っ
．
た

事
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
判
決
は
、
事
実
認
識
と
し
て
は
、
先
ず
次
の

よ
う
に
い
う
、

　
　
「
原
告
一
：
が
右
（
父
親
）
と
の
別
居
に
よ
り
…
父
と
し
て
の
愛
情
を
う

　
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
・
そ
の
た
め
精
神
上
の
苦
痛
を
蒙
っ
た
こ
と
が
認

，
め
ら
れ
、
又
、
右
原
告
等
の
損
害
と
被
告
の
（
父
親
）
と
の
同
棲
及
び

　
…
同
棲
に
至
る
ま
で
の
（
父
親
V
と
の
交
際
の
闘
に
は
相
当
因
果
関
係

　
が
存
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
－
三
」

こ
の
限
り
で
は
認
容
例
と
ほ
ぼ
同
一
の
判
断
で
、
未
成
年
の
子
が
父
親
と

の
別
居
に
よ
り
「
父
と
し
て
の
愛
情
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
」
な
い
こ
と

を
「
精
神
上
の
苦
痛
」
・
「
損
害
」
と
把
握
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
認
識
は
、

そ
の
後
め
論
理
展
開
の
中
で
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
「
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
に
第
三
者
が
未
成
年
の
子
を
も
つ
夫
婦
の
一

　
方
と
情
交
関
係
を
結
び
又
は
こ
れ
と
同
棲
し
、
そ
の
結
果
そ
の
夫
婦
の

　
脇
方
が
未
成
年
の
子
を
夫
婦
の
他
方
の
監
護
教
育
に
委
ね
自
ら
は
こ
れ

　
を
つ
く
さ
な
か
っ
た
場
合
、
右
第
三
者
は
右
未
成
年
の
子
の
当
該
親
か

　
ら
監
護
教
育
を
受
け
る
権
利
を
違
法
に
侵
害
し
た
と
い
う
べ
き
か
否
か

　
と
い
え
ば
、
未
成
年
の
子
と
そ
の
親
と
の
関
係
は
た
ん
に
前
者
が
後
者

　
に
対
し
扶
養
、
身
上
監
護
を
要
求
し
う
る
権
利
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
、

　
又
後
者
が
前
者
に
対
し
右
義
務
を
つ
く
す
か
否
か
は
落
ち
そ
の
意
思
の

　
み
に
依
存
し
、
た
と
え
後
者
が
第
三
者
と
前
記
の
よ
う
な
肉
体
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
ご

　
結
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
後
者
に
対
す
る
右
身
上
監

　
護
義
務
を
履
行
し
え
な
く
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
右
問
題

　
は
通
常
は
消
極
に
解
す
べ
く
、
た
だ
第
三
者
が
当
初
か
ら
未
成
年
の
子

　
に
対
し
苦
痛
又
は
損
害
を
加
え
る
意
図
の
下
に
行
動
し
允
と
か
或
い
は

　
積
極
的
に
誘
惑
的
な
挙
措
を
用
い
て
当
該
親
の
無
知
又
は
意
思
薄
弱
な

　
ど
に
乗
じ
て
当
該
親
と
未
成
年
の
子
と
の
殺
め
親
子
的
共
同
生
活
を
破

　
壊
し
た
之
い
．
い
う
る
よ
う
な
特
別
の
場
合
の
み
、
未
成
年
の
子
に
対
す

　
る
不
法
行
為
が
成
立
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
・
本
件
に

　
つ
い
て
〈
証
拠
〉
を
総
合
す
る
と
…
：
一
被
告
は
交
際
の
当
初
か
ら
右
同

　
棲
に
至
る
ま
で
終
始
消
極
的
・
受
動
的
で
あ
っ
た
も
の
と
認
あ
る
こ
と

　
が
で
き
…
：
」
被
告
に
お
か
て
前
段
で
述
べ
た
よ
う
な
不
法
行
為
を
構
成

　
す
べ
き
特
別
の
場
合
に
該
当
す
べ
き
事
実
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

　
か
ら
、
結
局
原
告
…
…
の
被
告
に
対
す
る
不
法
行
為
に
も
と
つ
く
損
害

　
賠
償
の
請
求
は
失
当
な
る
も
の
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
」

こ
の
判
決
の
論
理
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
「
未
成
年
の
子
と
そ
の
親
と
の

関
係
は
た
ん
に
前
者
が
後
者
に
対
し
扶
養
、
身
上
監
護
を
要
求
し
う
る
権

利
を
有
す
る
に
す
ぎ
ず
」
と
し
て
、
被
侵
害
利
益
を
．
「
監
護
教
育
を
受
け

る
権
利
」
に
限
定
し
て
準
え
る
点
に
あ
る
。
前
述
の
事
実
認
識
が
全
く
反

映
さ
れ
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
ゆ
従
っ
て
、
第
三
者
の
未
成
年
の
子
に
対
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す
る
不
法
行
為
の
成
否
は
、
「
右
第
三
者
は
右
未
成
年
の
子
の
当
該
親
か

ら
監
護
教
育
を
受
け
る
権
利
を
違
法
に
侵
害
し
た
と
い
う
べ
き
か
否
か
」
・

の
問
題
に
限
定
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
特
徴
の
第
二

は
、
第
三
者
に
よ
る
監
護
教
育
権
の
侵
害
の
有
無
の
判
断
に
当
り
、
同
棲

の
相
手
方
で
あ
る
「
親
の
意
思
」
の
介
在
が
重
視
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
即

ち
、
親
が
未
成
年
の
子
に
対
し
「
右
（
監
護
・
教
育
）
義
務
を
つ
く
す
か

　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

否
か
は
専
ら
そ
の
意
思
の
み
に
依
存
し
、
た
と
え
後
者
（
親
）
が
第
三
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

…
…
肉
体
関
係
を
結
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
後
者
（
未

成
年
の
子
）
に
対
す
る
右
身
上
監
護
義
務
を
履
行
し
え
な
く
な
る
と
い
う

も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
義
務
不
履
行
の
原
因
を
専
ら
「
親
の
意
思
」

に
求
め
、
従
っ
て
、
第
三
者
の
責
任
は
「
通
常
は
消
極
に
解
す
べ
」
き
も

の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
極
め
て
例
外
的
に
、
「
第
三
者
が
当
初
か
ら
未
成

年
の
子
に
対
し
苦
痛
又
は
損
害
を
加
え
る
意
図
の
下
に
行
動
し
た
と
か
或

い
は
積
極
的
に
誘
惑
的
な
挙
措
を
用
い
て
当
該
親
の
無
知
又
は
意
思
薄
弱

な
ど
に
乗
じ
て
当
該
親
と
未
成
年
の
子
と
の
間
の
親
子
的
共
同
生
活
を
破

壊
し
た
と
い
い
う
る
よ
う
な
特
別
の
場
合
」
に
限
っ
て
責
任
が
あ
る
も
の

と
さ
れ
る
。
即
ち
、
監
護
教
育
権
の
侵
害
と
第
三
者
の
同
棲
行
為
と
の
間

に
は
、
「
特
別
の
場
合
」
を
除
き
、
相
当
因
果
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
他
の
棄
却
例
も
、
概
ね
、
①
の
判
決
論
理
の
特
徴
の
一
丸
は
二
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。

　
⑥
、
⑨
は
被
侵
害
利
益
を
争
点
と
す
る
。
と
く
に
、
⑥
は
「
反
射
的
利

益
」
論
を
展
開
す
る
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
即
ち
、

　
　
「
子
は
親
に
対
し
親
族
相
互
間
の
権
利
と
し
て
扶
養
請
求
権
を
有
し

　
て
は
い
る
が
、
未
成
年
の
子
が
親
と
同
居
し
、
そ
れ
に
伴
い
生
活
上
の

　
種
々
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
は
、
両
親
が
婚
姻
に
伴
う
義
務
と
し
て
同

　
居
の
う
え
互
に
扶
助
、
協
力
、
な
い
し
は
親
の
意
思
に
基
づ
き
家
庭
生

　
活
を
営
む
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
る
反
射
的
利
益
で
あ
っ
て
、
両
親
よ
り

　
曇
る
恩
恵
的
な
も
の
で
あ
り
、
子
か
ら
親
に
対
す
る
請
求
権
の
実
現
と

　
し
て
享
受
さ
る
べ
き
利
益
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
」

被
侵
害
利
益
は
「
扶
養
請
求
権
」
に
限
定
さ
れ
、
「
未
成
年
の
子
が
親
と
同

居
し
、
そ
れ
に
伴
い
生
活
上
の
種
々
の
利
益
を
受
け
る
こ
と
」
は
、
親
の

婚
姻
義
務
な
い
し
意
思
に
基
づ
く
家
庭
生
活
に
よ
っ
て
受
け
る
「
反
射
的

利
益
」
、
「
両
親
よ
り
授
る
恩
恵
的
な
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
さ
れ

る
。
⑨
も
、
子
が
父
の
「
愛
情
、
協
力
を
身
近
に
受
け
る
こ
と
」
、
「
平
和

感
」
、
「
幸
福
感
」
と
い
っ
た
、
こ
れ
ら
「
愛
情
協
力
を
受
け
る
利
益
」
は

法
律
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
す
る
。

　
他
方
、
⑤
、
⑦
は
親
の
義
務
不
履
行
を
問
題
と
す
る
。
⑤
は
、
子
の
請

求
を
認
容
し
た
④
を
破
棄
し
、
次
の
如
く
い
う
、

　
　
「
訴
外
人
（
父
親
）
が
控
訴
人
（
他
女
）
と
同
棲
し
て
以
来
子
供
…
ら

　
は
訴
外
人
の
愛
ぶ
養
育
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ

　
れ
は
一
に
訴
外
人
の
不
徳
に
帰
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
控
訴
人
に
直
接

　
責
任
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
．

即
ち
、
子
の
不
利
益
の
責
任
は
二
に
訴
外
人
（
父
親
）
の
不
徳
に
帰
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
」
も
の
と
さ
れ
、
同
棲
相
手
た
る
第
三
者
に
は
「
直
接
責
任
が
あ
る
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
⑦
も
同
趣
旨
で
、
第
三
者
の
行
為
は
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
そ
の
母
と
の
同
棲
行
為
た
る
に
止
ま
る
か
ら
、
・
特
別
の
事
情
の
な
い
限

り
不
法
行
為
を
構
成
す
る
も
の
と
は
解
し
難
」
い
と
判
示
す
る
。
即
ち
、

両
者
の
論
理
は
、
子
の
損
害
の
「
直
接
的
責
任
」
は
義
務
不
履
行
の
親
に

あ
る
も
の
と
し
、
第
三
者
は
，
「
特
別
の
事
情
」
あ
る
場
合
に
限
り
責
任
を

負
う
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
棄
却
例
の
論
拠
を
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
特
徴
は
次
の
二
点

に
整
理
ざ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
は
、
何
れ
も
、
認
容
例
に
お
け
蕎
特
徴
点
に

対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
、
一
点
は
被
侵
害
利
益
に
つ
い
て
で
あ
る
。
棄
却
例
は
、
未
成
年
の
子

の
被
侵
害
利
益
を
「
扶
養
、
身
上
監
護
を
要
求
し
う
る
権
利
」
、
，
「
扶
養
請

求
権
」
と
限
定
し
て
把
握
し
、
親
と
子
の
共
同
生
活
か
ら
得
ら
れ
る
「
愛

情
協
力
を
受
け
る
利
益
」
を
「
反
射
的
利
益
」
、
「
恩
恵
的
な
も
の
」
と
し

て
法
的
保
護
の
対
象
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
．

、
第
二
点
は
、
「
監
護
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
侵
害
と
第
三
各
の
同
棲
行

為
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
棄
却
刎
は
、
監
護
教
育
義
務
の
履

行
は
専
ら
「
親
の
意
思
」
の
み
に
依
存
し
、
同
棲
と
は
無
関
係
で
あ
る
ど

し
、
従
っ
て
、
権
利
侵
害
と
第
三
者
の
同
棲
行
為
と
の
間
に
は
、
通
常
、

相
当
因
果
関
係
が
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
、
例
外
的
に
、
第
三
者
に

「
害
意
」
、
「
積
極
的
挙
措
」
等
の
「
特
別
の
事
情
」
が
あ
る
場
合
に
限
り

有
責
と
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
．
以
上
、
．
従
来
の
下
級
審
裁
判
例
に
つ
き
、
認
容
例
、
棄
却
桝
の

論
拠
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
の
所
、
両
者
⑳
基
本
的
対

立
点
は
被
侵
害
利
益
の
構
成
の
仕
方
に
あ
惹
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
構
成
の
如
何
に
よ
っ
て
、
未
成
年
の
子
の
「
損
害
H
と
の
関
係
に
お

け
る
第
三
者
め
同
棲
行
為
の
評
価
が
別
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
’

　
こ
の
よ
う
な
下
級
審
判
決
の
真
向
う
か
ら
の
対
立
の
中
に
あ
っ
て
、
最

高
裁
と
し
て
の
判
断
が
待
た
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
最
高
裁
料
決

は
、
〈
大
阪
ケ
ー
ス
〉
と
共
に
、
棄
却
例
の
立
場
を
採
る
こ
と
を
表
明
し

た
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
評
価
を
試
み
よ
ヶ
。

　
三
　
本
判
決
の
評
価
・
問
題
点
．
　
　
　
　
　
一
　
　
　
，

　
本
判
決
を
一
体
ど
う
評
価
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
β
）

し
て
は
、
，
従
来
沸
学
説
上
殆
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
’
本
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

決
を
め
ぐ
っ
て
は
評
価
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
判
決
に

関
す
る
主
論
点
は
、
既
に
明
ら
か
な
如
く
、
e
被
侵
害
利
益
の
把
握
・
構

成
の
仕
方
、
、
口
因
果
関
係
の
有
無
、
．
日
「
害
意
」
の
要
否
、
に
集
約
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ
の
論
点
に
従
っ
て
検
討
す
る
。

　
日
　
被
侵
害
利
益
の
把
握
レ
構
成
の
仕
方
に
つ
い
て

　
本
判
決
（
多
数
意
見
）
．
の
被
侵
害
利
益
の
把
え
方
は
、
直
接
的
に
は
触

れ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
し
が
し
｝
，
既
に
確
認
じ
た
如
く
、
親
子
の
共
同

生
活
を
視
野
外
に
置
き
、
「
父
親
の
愛
情
笥
監
護
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
」

と
し
て
限
定
的
に
氾
え
て
い
る
も
の
ど
解
す
る
こ
と
が
で
き
6
。
こ
れ
に

対
し
て
、
・
本
林
裁
判
官
（
反
対
意
見
〉
ば
、
監
護
・
教
育
を
受
け
る
権
利

の
他
に
、
「
未
成
年
の
子
が
両
親
と
と
も
に
共
同
生
活
を
お
く
る
こ
と
に

よ
っ
て
享
受
ず
る
ζ
と
の
で
ぎ
る
父
親
か
ら
の
愛
情
写
父
子
の
共
周
生
活
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が
生
み
出
す
と
こ
ろ
の
家
庭
的
生
活
利
益
等
は
、
未
成
年
の
子
の
入
格
形

成
に
強
く
影
響
を
与
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
人
聞

性
の
本
質
に
深
く
か
か
わ
り
合
う
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
多
数
意
見
と

は
逆
に
、
共
同
生
活
に
基
づ
く
「
家
庭
的
生
活
利
益
等
」
を
被
侵
害
利
益

と
し
て
思
え
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
こ
れ
ら
多
数
意
見
と
反
対
意
見
の

対
立
は
、
ま
さ
に
下
級
審
裁
判
例
の
基
本
的
対
立
点
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。　

学
説
上
は
、
む
し
ろ
、
本
林
反
対
意
見
と
共
通
し
た
論
調
が
多
い
。
先

駆
的
に
は
、
中
川
（
善
）
教
授
は
「
判
例
は
、
他
処
で
女
と
同
棲
し
て
い

て
も
、
子
の
身
上
監
護
は
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
が
…
…
身
上
監
護
と
い

う
の
は
何
も
生
活
費
を
送
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

れ
は
愛
護
と
で
も
い
う
べ
き
性
質
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
思
う
」
と
主
張

さ
れ
た
。
こ
れ
を
承
け
、
中
川
（
淳
）
教
授
も
、
「
父
母
の
愛
情
に
包
ま
れ

て
家
庭
に
お
い
て
精
神
的
な
安
定
と
幸
福
を
享
受
す
る
」
と
い
う
「
愛
情

的
利
益
」
を
も
っ
て
、
そ
れ
自
体
法
の
保
護
に
値
す
る
利
益
と
解
す
べ
き

　
　
　
　
（
9
）

も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
異
論
を
唱
え
る
の
は
人
見
教
授
で
あ
り
、

「
愛
情
そ
の
他
共
同
生
活
が
生
み
出
す
と
こ
ろ
の
家
庭
的
生
活
利
益
は
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

：
一
種
の
反
射
的
利
益
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
反

射
的
利
益
」
論
は
、
既
に
検
討
し
た
如
く
、
大
阪
地
裁
昭
和
五
二
年
判
決

の
論
理
で
あ
る
。

　
こ
の
被
侵
害
利
益
の
検
討
に
当
っ
て
は
（
先
ず
以
っ
て
、
未
成
年
の
子

が
い
か
な
る
家
族
関
係
の
下
に
置
か
れ
、
い
か
な
る
「
不
利
益
」
を
被
っ

て
い
る
か
と
い
う
実
態
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
件
に
紅
け
る
事

実
関
係
を
整
理
し
て
み
る
と
、
父
親
は
第
三
者
と
同
棲
関
係
を
継
続
申
で

あ
り
（
し
か
も
、
既
に
婚
外
子
も
い
る
）
、
母
親
の
許
へ
帰
る
意
向
は
全
く
9

な
く
、
母
親
も
父
親
が
戻
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
父
母
の
婚

姻
関
係
は
完
全
に
破
綻
し
て
い
る
（
後
日
、
母
親
は
離
婚
訴
訟
を
提
起
す

る
に
至
る
）
。
即
ち
、
父
親
は
第
三
者
と
い
わ
ゆ
る
重
婚
的
内
縁
関
係
に

あ
る
も
の
と
解
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
婚
姻
関
係
の
破
綻
し
た
母
親
と
同

居
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
三
人
の
子

ど
も
は
全
て
女
子
で
、
父
の
家
出
時
は
一
六
才
、
六
才
、
○
才
で
あ
っ

た
。
原
告
の
主
張
に
よ
る
と
、
父
親
か
ら
は
不
十
分
な
養
育
費
し
か
送
金

が
な
く
、
ま
た
、
母
親
が
十
分
働
げ
な
い
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
ら
は
、
一

時
、
各
別
に
知
人
宅
へ
預
け
ら
れ
、
「
一
家
離
散
の
悲
境
」
に
陥
っ
た
。

と
く
に
、
長
女
は
、
感
受
性
の
強
い
年
頃
で
あ
り
、
・
高
校
受
験
期
に
あ
っ

た
た
め
、
父
の
家
出
に
悩
み
、
勉
強
も
手
に
つ
か
ず
、
一
時
は
自
殺
を
考

え
た
程
で
あ
っ
た
と
い
う
。
又
、
長
女
は
、
最
近
結
婚
し
た
も
の
の
、
そ

れ
ま
で
、
父
の
同
棲
関
係
、
認
知
子
の
存
在
が
縁
談
に
支
障
を
与
え
て
い

た
。
他
の
二
子
に
つ
い
て
も
、
長
女
と
「
大
同
小
異
の
苦
痛
」
を
受
け
て

い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
三
人
の
未
成
年
の
子
は
、
完
全
に
破
綻
し

た
婚
姻
関
係
の
下
で
、
第
三
者
と
重
婚
的
内
縁
関
係
に
あ
る
父
親
か
ら
放

置
ざ
れ
、
不
十
分
な
生
活
費
し
か
受
け
え
ず
、
一
家
離
散
の
悲
境
、
自
殺

を
考
え
た
程
の
悩
み
、
縁
談
へ
の
支
障
、
と
い
っ
た
種
々
の
「
不
利
益
」

を
被
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
尚
、
〈
大
阪
ケ
ー
ス
V
で
は
、
母
親
が
第
三

者
と
外
国
で
同
棲
中
で
、
婚
姻
関
係
は
破
綻
し
て
お
り
、
父
親
の
許
に

は
、
一
九
才
、
一
五
才
、
一
〇
才
の
三
人
の
男
の
子
が
残
こ
さ
れ
、
第
二
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審
判
決
は
「
原
告
ら
は
、
永
年
に
わ
た
る
平
穏
で
安
定
し
た
家
庭
生
活
を

破
壊
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
筆
舌
に
尽
し
難
い
程
の
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
経
験
則
上
容
易
に
推
認
さ
れ
る
し
と
事
実
認
定
し
て
い

る
）
。

　
で
は
、
以
上
の
如
き
実
態
把
握
の
下
で
、
未
成
年
の
子
の
種
々
の
「
不

利
益
し
は
ど
の
よ
う
に
法
的
に
評
価
さ
れ
、
従
っ
て
、
被
侵
害
利
益
は
い

か
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
ず
は
、
父
親
が
三
人
の
未
成
年
の
子
を
放
置
し
、
不
十
分
な
生
活
費

し
か
送
金
し
て
い
な
い
事
実
は
親
権
者
と
し
て
の
義
務
不
履
行
で
あ
る
と

い
い
う
る
点
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
か
ろ
う
。
ま
さ
に
、
下
級
審
棄
却
例

並
び
に
本
判
決
多
数
意
の
い
う
「
監
護
・
教
育
を
受
げ
る
権
利
し
の
侵
害

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
問
題
は
、
未
成
年
の
子
の
「
不
利
益
」
の
う
ち
、
父
親
の
家
出
・

同
棲
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
大
き
な
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
点

の
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
。
．
ど
く
に
～
長
女
は
、
高
校
受
験
期
に
あ
り
、

感
受
性
の
強
い
年
頃
で
、
父
親
の
家
出
・
同
棲
に
よ
っ
て
自
殺
を
考
え
た

程
の
大
き
な
精
神
的
苦
痛
を
被
っ
て
い
る
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
長
女

に
と
っ
て
、
父
親
と
の
（
従
っ
て
、
父
母
と
の
）
共
同
生
活
と
い
う
も
の

が
も
つ
価
値
の
重
大
性
を
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
こ
こ
に
、

認
容
例
昭
和
四
四
年
東
京
地
裁
判
決
が
正
に
指
摘
す
る
よ
う
な
「
共
同
坐

活
か
ら
醸
成
さ
れ
る
、
各
構
成
員
の
精
神
的
平
和
、
幸
福
感
そ
の
他
相
互

間
の
愛
情
的
利
益
し
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
本
判

決
多
数
意
見
が
、
父
親
，
の
責
任
ば
「
他
の
女
性
と
同
棲
す
る
か
ど
う
か
に

か
か
わ
り
な
く
…
…
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
（
〈
大
阪
ケ
：
ス
V

で
は
「
同
棲
の
場
所
が
外
国
で
あ
っ
て
も
、
国
内
で
あ
っ
て
も
差
異
は
な

い
」
と
す
ら
い
う
）
、
未
成
年
の
子
に
と
っ
て
の
両
親
と
の
共
同
生
活
の

も
つ
価
値
を
何
ら
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
一
・
律
に
否
定
し
去
る
の
は
疑
問

　
（
1
1
）

で
あ
る
。

　
本
来
、
こ
の
「
愛
情
的
利
益
」
に
つ
い
て
は
、
単
に
事
実
認
識
と
し
て

の
み
な
ら
ず
、
理
論
的
に
も
、
「
婚
姻
家
族
に
お
け
る
親
子
関
係
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

強
く
内
在
さ
れ
て
い
る
」
も
の
と
し
て
、
も
っ
と
積
極
的
に
位
置
付
け
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
有
地
教
授
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
家
族
法
は
、
個
人
の
尊

厳
と
両
性
⑳
本
質
的
平
等
の
原
則
に
従
い
、
個
々
の
家
族
構
成
員
に
つ
い

で
自
由
・
平
等
・
独
立
の
法
的
人
格
者
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
上
で
、

婚
姻
関
係
と
親
子
関
係
か
ら
成
る
近
代
家
族
秩
序
を
法
規
範
化
し
、
家
族

の
安
定
と
保
護
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
基
底
に
は
、
夫
婦
と
未

成
年
の
子
と
が
家
族
的
共
同
生
活
を
営
む
近
代
的
な
婚
姻
家
族
（
童
画
密
Φ

o
o
昌
甘
ひ
q
巴
①
）
が
措
定
さ
れ
て
お
り
、
、
従
っ
て
、
家
族
法
上
の
夫
婦
、
親

子
の
関
係
は
、
単
な
る
「
個
別
的
権
利
義
務
」
馳
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、

婚
姻
家
族
の
構
成
員
と
し
て
の
夫
、
妻
、
親
、
・
．
子
と
い
う
具
体
的
地
位
に

即
し
た
「
家
族
法
的
権
利
義
務
」
関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ

（
1
3
）

る
。
即
ち
、
親
子
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
親
は
正
に
親
と
し
て
未
成
年

の
子
を
監
護
・
教
育
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
義
務

は
、
本
来
、
親
と
未
成
年
の
子
の
「
家
族
的
共
同
生
活
」
関
係
を
前
提
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
父
母
共
同
親
権
の
原
則
（
民
法
八
一
八
条
）
も
ま

さ
に
こ
の
観
点
か
ら
位
置
付
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
、
本
件
未
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成
年
の
子
は
、
父
親
に
対
し
て
、
単
に
「
監
護
・
教
育
を
受
け
る
権
利
」

に
止
ま
ら
ず
、
同
時
に
、
父
親
と
の
（
従
っ
て
、
父
母
と
の
）
共
同
生
活

関
係
の
回
復
、
即
ち
、
実
質
的
に
は
、
共
同
生
活
か
ら
醸
成
さ
れ
る
「
愛

情
的
利
益
」
の
享
受
を
請
求
し
う
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即

ち
、
こ
の
「
愛
情
的
利
益
」
は
、
親
子
関
係
に
内
在
的
な
利
益
と
し
て
、

独
立
に
法
の
保
護
に
値
い
す
る
「
人
格
的
利
益
」
と
し
て
構
成
す
る
こ
と

　
　
　
　
（
1
4
）

が
可
能
で
あ
る
。
反
射
的
利
益
論
は
、
未
成
年
の
子
の
人
格
的
な
自
由
・

平
等
・
独
立
性
は
、
本
来
、
親
と
の
共
同
生
活
関
係
の
中
に
お
い
て
こ
そ

実
質
的
に
保
障
さ
れ
う
る
と
い
う
点
を
過
小
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
口
　
因
果
関
係
の
有
無
に
つ
い
て

　
本
判
決
（
多
数
意
見
）
は
、
因
果
関
係
論
に
お
い
て
最
大
の
特
徴
を
示

す
の
で
あ
る
が
、
第
三
者
の
同
棲
行
為
と
未
成
年
の
子
の
不
利
益
と
の
因

果
関
係
に
つ
い
て
、
既
に
確
認
し
た
如
く
、
本
来
、
未
成
年
の
子
の
監
護

・
教
育
は
、
同
棲
の
有
無
に
関
係
な
く
、
　
「
父
親
自
ら
の
意
思
」
に
よ
っ

て
行
い
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
三
者
に
有
責
と
す
べ
き
「
特
段
の
事

情
」
が
存
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
相
当
因
果
関
係
が
な
い
と
判
示
す
る

（
大
塚
裁
判
官
の
補
足
意
見
も
、
父
親
の
意
思
決
定
を
重
視
し
、
同
様
の

結
論
を
示
す
）
。
こ
れ
に
対
し
、
本
林
裁
判
官
（
反
対
意
見
）
は
、
先
ず
監

護
・
教
育
上
の
不
利
益
に
つ
い
て
、
同
棲
と
不
利
益
と
の
間
の
相
当
因
果

関
係
存
否
の
判
断
は
「
そ
の
よ
う
な
行
為
が
あ
れ
ば
、
通
常
は
そ
の
よ
う

な
結
果
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
」
の
基
準
で
な
す

べ
く
、
「
妻
子
の
も
と
を
去
っ
て
他
の
女
性
と
同
棲
し
た
男
性
が
後
に
残

し
て
来
た
未
成
年
の
子
に
対
し
て
事
実
上
監
護
及
び
教
育
を
行
う
こ
と
を

し
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
子
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
は
、
通
常
の
こ
と
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
又
、
子
が
父
親
の
愛
情
を
享
受
し
え
な
く

な
っ
た
不
利
益
に
つ
い
て
は
、
「
日
常
の
父
子
の
共
同
生
活
の
上
で
子
が

父
親
か
ら
日
々
、
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
愛
情
は
、
父
親
が
他
の
女
性

と
同
棲
す
れ
ば
、
必
ず
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
」
と
し
て
、
女
性
の
同
棲
行
為
と
未
成
年
の
子
の
不
利
益
と
の
間
に
は

相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
多
数
意
見
及
び
補
足
意
見

と
反
対
意
見
と
の
対
立
点
は
、
相
当
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い
て
父
親
の

意
思
決
定
を
重
視
す
べ
き
か
否
か
、
又
、
「
愛
情
的
利
益
」
を
独
立
の
被
侵

害
利
益
と
し
て
構
成
し
、
そ
の
侵
害
に
つ
い
て
の
因
果
関
係
を
論
ず
る
か

否
か
に
あ
る
。

　
学
説
も
同
様
の
対
立
を
み
せ
る
。
島
津
教
授
は
「
相
手
方
の
行
為
と
子

の
損
害
と
の
間
に
は
、
通
常
の
場
合
に
は
、
子
を
棄
て
る
か
ど
う
か
の
親

の
自
由
意
思
が
介
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
両
者

間
に
は
法
律
上
の
因
果
関
係
は
な
い
と
い
え
る
」
と
し
て
「
親
の
自
由
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

思
」
の
介
在
を
重
視
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
沢
井
教
授
は
「
相
手
方
と

同
棲
し
て
い
て
も
、
実
質
的
監
護
は
可
能
と
い
う
多
数
意
見
に
は
常
識
的

に
同
調
し
が
た
い
し
、
子
を
棄
て
た
親
の
自
由
意
思
が
介
在
し
て
い
て

も
、
不
貞
の
相
手
方
に
は
、
法
的
評
価
に
お
い
て
、
通
常
事
態
『
誘
発
』

の
責
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
り
、
因
果
関
係
は
中
断
さ
れ
え
な
い
」
と
主
張

　
（
1
6
）

さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
考
え
る
に
、
先
ず
、
本
判
決
多
数
意
見
の
如
く
、
父
親
が
監

護
・
教
育
を
行
う
こ
と
は
、
「
他
の
女
性
と
同
棲
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
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わ
り
な
く
、
父
親
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
う
る
」
と
い

う
認
識
は
疑
問
で
あ
る
。
「
他
の
女
性
と
同
棲
す
る
こ
と
と
、
自
分
の
子
に

対
し
監
護
教
育
を
な
す
べ
き
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
と
は
、
少
な
く
と
も

、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

純
論
理
的
に
は
両
立
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
（
傍
点
原
文
）
と
言
い
切

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
本
件
の
実
態
を
無
視
し
た
観

念
論
の
疑
い
が
濃
い
。
本
件
に
お
け
る
実
態
は
、
既
に
確
認
し
た
如
く
、

父
親
は
第
三
者
と
い
わ
ゆ
る
重
婚
的
内
縁
関
係
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
、
認
知
し
た
婚
外
子
が
い
る
の
で
あ
る
。
言
づ
て
、
父
親
は
、
子
の
扶

養
と
い
う
点
で
は
、
嫡
出
子
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
同
居
す
る
非
嫡
出

子
に
対
し
て
も
同
時
に
義
務
を
負
う
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
義
務
の

程
度
は
、
配
偶
者
に
対
す
惹
場
合
と
は
異
な
り
、
同
一
内
容
の
生
活
保
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

義
務
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
父
親
の
嫡
出
子
，
・
非
嫡
出
子
に
対
す
る

義
務
は
真
向
う
か
ら
対
立
す
る
も
の
と
な
る
。
即
ち
、
重
婚
的
内
縁
家
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

の
保
護
か
嫡
出
家
族
の
保
護
か
の
対
立
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
「
父
親
が
重
婚
的
内
縁
関
係
を
維
持
・
継
続
し
な
が
ら
、
同
時
に

「
父
親
自
ら
の
意
思
」
に
よ
り
残
存
嫡
出
子
に
対
し
十
分
な
監
護
教
育
を

な
し
う
る
も
の
と
は
解
し
難
い
（
尤
も
、
本
件
で
は
、
閲
父
親
は
同
居
の
非

嫡
出
子
に
対
し
て
は
、
尊
墨
の
所
、
扶
養
責
任
を
問
わ
れ
て
は
い
な
い
）
。

ま
し
て
や
、
共
同
生
活
に
伴
う
「
愛
情
的
利
益
」
の
享
受
と
い
う
点
で

は
、
「
父
親
自
ら
の
意
思
」
に
基
づ
き
そ
の
享
受
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い

ヴ
こ
と
は
、
実
は
、
同
棲
関
係
を
解
消
す
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
ず
、

従
っ
て
、
同
棲
関
係
の
継
続
と
は
「
純
論
理
的
」
に
「
両
立
」
し
え
な
い
の

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
父
親
が
同
棲
関
係
・
重
婚
的
内
縁
関
係
を
継

続
し
な
が
ら
、
同
時
に
残
存
嫡
出
子
に
対
し
監
護
・
教
育
を
行
い
、
「
愛
情

的
利
益
」
を
享
受
さ
せ
る
こ
と
は
、
た
と
え
強
靱
な
「
父
親
自
ら
の
意
思
し

を
も
っ
て
し
て
も
現
実
問
題
と
し
て
は
困
難
あ
る
い
は
不
可
能
と
い
う
べ

く
、
従
っ
て
、
嫡
出
子
の
不
利
益
の
単
玉
事
由
を
専
ら
「
父
親
自
ら
の
意

思
」
に
求
め
、
そ
れ
を
以
て
第
三
者
の
同
棲
行
為
と
の
因
果
関
係
中
断
事

由
と
な
す
の
は
疑
問
で
あ
る
。

　
で
は
、
次
に
、
相
当
因
果
関
係
の
認
定
に
は
第
三
者
に
「
特
段
の
事
情
」

が
存
す
る
こ
と
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
判
決
多
数
意
見
は
、
h
父
親

自
ら
の
意
思
」
の
介
在
を
前
提
に
、
層
第
三
者
に
「
害
意
を
も
っ
て
父
親
の

子
に
対
す
る
監
護
等
を
積
極
的
に
阻
止
す
る
な
ど
」
の
「
特
段
の
事
情
」

の
存
在
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。
又
、
学
説
の
う
ち
、
岡
棲
に
対
す
る

「
親
の
自
由
意
思
」
を
重
視
す
る
立
場
は
、
第
三
者
が
父
親
の
意
思
を
不

当
に
支
配
し
或
い
は
排
斥
し
た
と
い
い
う
る
よ
う
な
事
情
の
存
在
を
要
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
と
い
う
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
「
特
段
の
事
情
」
と
し
て
、
「
害
意
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
…
積
極
的
に
阻
止
」
と
か
、
「
暴
力
、
詐
欺
、
強
迫
な
ど
の
違
法
手
段

を
用
い
て
父
母
の
一
方
を
奪
っ
た
と
き
」
と
い
っ
た
具
合
に
か
な
り
厳
格

な
基
準
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
だ
け
監
護
ヤ
・
教
育
す
べ
き
子
を

棄
て
第
三
者
と
の
同
棲
関
係
に
入
る
こ
と
を
「
自
由
意
思
」
に
よ
っ
て
選

択
し
た
父
親
自
身
の
責
任
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
（
反
面
、
そ
の
こ
と
が
却
っ
て
同
棲
相
手
た
る
第
三
者
の
責
任
を
追
求

す
る
可
能
性
を
極
度
に
狭
め
る
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
国
民
感
情
か
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

け
離
れ
た
も
の
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ζ
で
、
学
説
の
中
に
は
、

「
特
段
の
事
情
」
の
基
準
を
緩
和
し
て
結
果
の
具
体
的
妥
当
性
を
図
ろ
う
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と
す
る
も
の
が
み
ら
れ
、
「
積
極
的
に
誘
惑
的
な
挙
措
を
用
い
て
当
該
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
】
2
）

の
無
知
又
は
意
思
薄
弱
な
ど
に
乗
じ
」
た
場
合
、
第
三
者
が
親
の
一
方
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

不
法
行
為
を
「
誘
発
」
し
た
場
合
な
ど
も
「
特
段
の
事
情
」
に
含
め
る
べ

き
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
私
は
、
共
同
生
活
よ
り
生
じ
る
「
愛
情
的
利
益
」

を
被
侵
害
利
益
と
し
て
構
成
す
べ
き
と
す
る
立
場
か
ら
、
も
っ
と
一
般
的

に
第
三
者
の
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
べ
き
だ
と
思
う
。
本
件
で
は
、
第

三
者
と
父
親
と
の
情
交
関
係
・
同
棲
行
為
に
よ
っ
て
現
実
に
家
庭
は
破
壊

さ
れ
、
残
さ
れ
た
未
成
年
の
子
は
そ
れ
に
よ
り
大
き
な
精
神
的
苦
痛
を
被

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
審
判
決
が
認
定
す
る
如
く
、
少
く
と
も
第
三
者

は
父
親
に
妻
子
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
情
交
・
同
棲
関
係
に
入
っ
た

以
上
、
た
と
え
そ
れ
が
父
親
の
積
極
性
に
お
い
て
行
わ
れ
た
に
せ
よ
、
通

常
の
場
合
、
そ
の
情
交
・
同
棲
行
為
と
未
成
年
の
子
の
精
神
的
苦
痛
と
の

間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
解
し
え
よ
う
。
即
ち
、
第
三
者
と
父
親

と
の
共
同
不
法
行
為
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
本
判
決
の

前
半
の
判
示
事
項
で
あ
る
、
妻
よ
り
の
第
三
者
に
対
す
る
慰
謝
料
請
求
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

認
の
論
理
構
成
と
の
整
合
性
を
保
つ
こ
と
に
も
な
る
。
本
判
決
の
認
定
す

る
、
同
棲
関
係
に
お
け
る
第
三
者
の
消
極
性
の
事
情
は
、
認
容
例
東
京
地

裁
昭
和
五
四
年
判
決
の
い
う
如
く
、
慰
謝
料
算
定
に
お
い
て
考
慮
す
れ
ば

足
り
る
で
あ
ろ
う
。

　
日
　
害
意
の
要
否
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
尚
、
本
判
決
多
数
意
見
が
「
特
段
の
事
情
」
と
し
て
「
害
意
を
も
っ
て

父
親
の
子
に
対
す
る
監
護
等
を
積
極
的
に
阻
止
す
る
」
こ
と
を
例
示
す
る

点
に
注
目
し
、
こ
れ
を
故
意
要
件
と
し
て
積
極
的
に
位
置
付
け
る
べ
き
だ

と
す
る
主
張
が
あ
る
。
即
ち
、
幽
前
田
教
授
は
、
本
判
決
多
数
意
見
が
「
相

当
因
果
関
係
が
な
い
」
と
理
由
付
け
る
の
は
説
得
力
が
な
く
、
む
し
ろ
本

林
反
対
意
見
の
方
が
説
得
力
を
も
つ
と
し
、
従
っ
て
、
「
『
相
当
因
果
関
係
』

で
は
な
く
、
民
法
八
二
〇
条
な
ど
に
よ
る
法
益
は
、
第
三
者
か
ち
の
侵
害

に
つ
い
て
は
『
害
意
』
を
条
件
と
す
る
ケ
ー
ス
（
債
権
侵
害
に
類
似
し
て
）

と
い
う
だ
け
の
方
が
、
理
由
付
け
と
し
て
は
秀
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と

　
　
　
　
（
2
4
）
，

主
張
さ
れ
る
。
同
様
の
主
張
は
島
津
教
授
に
も
み
ら
れ
、
「
子
が
親
か
ら

監
護
を
受
け
る
権
利
も
対
人
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
債
権
的
性
質

を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
法
行
為
の
相
手
方
が
暴
力
、
詐
欺
、
強
迫

な
ど
の
違
法
手
段
を
用
い
て
父
母
の
一
方
を
奪
っ
た
と
き
に
だ
け
子
の
損

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

害
賠
償
の
請
求
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
’
両
教
授

は
、
何
れ
も
、
本
件
事
案
に
つ
い
て
第
三
者
に
よ
る
債
権
侵
害
類
似
の
構

成
を
と
り
、
故
意
要
件
を
加
重
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し

か
し
、
被
侵
害
利
益
を
「
監
護
・
教
育
を
受
け
る
権
利
」
と
狭
く
構
成
す

る
場
合
は
と
も
か
く
、
共
同
生
活
に
伴
う
「
愛
情
的
利
益
」
を
独
自
の
人

格
的
利
益
と
し
て
構
成
す
る
以
上
は
、
第
三
者
が
子
の
親
と
同
棲
関
係
に

あ
る
と
い
う
、
そ
の
事
実
だ
け
で
も
っ
て
右
利
益
の
侵
害
に
つ
な
が
る
の

で
あ
っ
て
、
か
よ
う
に
故
意
要
件
を
厳
格
に
解
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。

注

（
1
）
最
高
裁
昭
和
五
四
年
三
月
三
〇
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
昭
和
五

　
　
　
三
年
（
オ
）
第
一
二
六
七
号
　
慰
謝
料
請
求
事
件
）
（
判
夕
三
八
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三
号
五
一
頁
）
。

〈
事
実
の
概
要
〉

妻
A
女
と
夫
翰
（
原
告
・
控
訴
“
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

間
に
は
三
人
の
男
の
子
X
～
X
（
原
告
・
控
訴
人
．
被
上
告
人
）

が
い
た
。
A
女
は
、
昭
和
四
五
年
三
月
頃
、
勤
務
会
社
の
メ
キ

シ
コ
駐
在
員
に
命
ぜ
ら
れ
た
Y
男
（
被
告
・
被
控
訴
H
控
訴
入

・
上
告
人
）
の
た
め
に
催
さ
れ
た
中
学
校
の
阿
級
生
の
送
別
会

に
出
席
撃
て
、
久
し
振
り
に
Y
に
会
い
、
そ
れ
以
来
二
人
の
交

際
が
始
ま
り
、
昭
和
四
六
年
七
月
頃
A
は
Y
に
逢
う
た
め
単
身

、
メ
キ
シ
コ
に
渡
り
肉
体
関
係
を
も
つ
に
至
り
、
帰
国
後
、
玲
に

対
し
別
居
を
申
し
出
た
。
Y
は
昭
和
四
七
年
末
な
ど
に
一
三
帰

国
を
し
元
が
、
そ
の
際
に
も
密
会
を
重
ね
て
い
た
。
昭
和
四
八

年
三
月
、
渇
は
A
・
Y
の
関
係
を
知
る
に
及
び
大
い
に
驚
嚢
、

Y
と
の
関
係
を
絶
つ
よ
う
強
く
説
得
し
た
が
A
は
聞
き
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

ず
、
そ
の
後
、
A
は
X
ら
の
も
と
を
去
り
、
一
旦
は
復
帰
し
た

も
の
の
、
昭
和
四
九
年
一
〇
月
頃
、
メ
キ
シ
コ
へ
渡
航
し
、
現

・
在
ま
で
Y
と
同
棲
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
る

そ
こ
で
、
X
～
X
は
Y
に
対
し
不
法
行
為
に
基
づ
く
慰
謝
料
請

求
を
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

第
一
審
は
X
の
請
求
は
認
容
し
た
が
X
～
X
の
請
求
は
棄
却
し

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

し
か
し
、
原
審
は
X
の
み
な
ら
ず
X
～
X
の
請
求
に
つ
い
て
も

認
容
し
た
。

Y
上
告
。

〈
判
　
旨
〉

　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

最
高
裁
は
Y
の
X
に
対
す
る
上
告
を
棄
却
し
、
X
～
X
の
請
求

を
認
容
し
た
原
判
決
を
破
棄
・
差
戻
に
し
た
（
X
に
関
す
る

論
旨
は
省
略
）
。

　
「
夫
及
び
未
成
年
の
子
の
あ
る
女
性
と
肉
体
関
係
を
持
っ
た
男

性
が
夫
や
子
の
も
と
を
去
っ
た
右
女
性
と
同
棲
す
る
に
至
っ
た

結
果
、
そ
の
子
が
日
常
生
活
に
お
い
て
母
親
か
ら
愛
情
を
注
が

れ
、
そ
の
監
護
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と

．
し
て
も
、
－
そ
の
男
性
が
害
意
を
も
っ
て
母
親
の
子
に
対
す
る
監

護
等
を
積
極
的
に
阻
止
す
る
な
ど
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、

右
男
性
の
行
為
は
、
未
成
年
の
子
に
対
し
て
不
法
行
為
を
構
成

す
る
も
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
母
親
が
そ
の
未
成
年
の
子
に

対
し
愛
情
を
注
ぎ
、
監
護
、
教
育
を
行
う
こ
と
は
、
他
の
男
性

と
同
棲
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
母
親
自
ち
の
意
思

に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
．
他
の
男
性
と

の
同
棲
の
結
果
、
未
成
年
の
子
が
事
実
上
母
親
の
愛
情
、
監

護
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
不
利
益
を
被

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
右
男
性
の
行
為
と
の
問
に
は
相

当
因
果
関
係
が
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
同
棲
の
場
所
が
外
国
で
あ
っ
て
も
、
国

内
で
あ
っ
て
も
差
異
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
記
の
と
お

・
り
、
原
審
が
特
段
の
事
情
の
存
在
を
認
定
し
な
い
ま
ま
、
い
ず
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（
2
）

れ
も
成
年
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
為
ら
の
も
と
を
去
っ
た
A
と

同
棲
し
た
Y
の
行
為
と
恥
ら
が
不
利
益
を
被
っ
た
こ
と
の
間
に

相
当
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
Y
の
行
為
が
為
ら
に
対

す
る
関
係
で
不
法
行
為
を
構
成
す
る
も
の
と
し
た
の
は
、
法
令

の
解
釈
適
用
を
誤
り
、
、
ひ
い
て
は
審
理
不
尽
の
違
法
を
お
か
し

た
も
の
と
い
う
べ
く
…
原
判
決
中
瓦
ら
の
請
求
を
認
容
し
た
部

分
は
破
棄
を
免
れ
ず
、
更
に
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
の
を
相
当
と

す
る
か
ら
、
右
部
分
に
つ
き
本
件
を
原
審
に
差
し
戻
す
こ
と
と

す
る
。
」

（
尚
、
大
塚
裁
判
官
の
補
足
意
見
、
本
林
裁
判
官
の
反
対
意
見

が
あ
る
）

古
く
は
大
判
明
治
三
六
年
一
〇
月
一
日
夜
録
九
輯
一
四
二
五

頁
、
大
判
明
治
四
一
年
三
月
三
〇
日
刑
録
一
四
輯
三
三
一
頁
が

夫
か
ら
の
請
求
を
認
容
し
、
大
決
大
正
一
五
年
七
月
二
〇
日
刑

集
五
巻
三
一
八
頁
（
終
局
判
決
は
大
判
昭
和
二
年
五
月
一
七
日

新
聞
二
六
九
二
号
六
頁
）
が
妻
か
ら
の
請
求
を
認
容
し
た
。
最

高
裁
に
な
っ
て
も
、
最
判
昭
和
三
四
年
＝
月
二
六
日
民
集
一

三
巻
一
二
号
一
五
六
二
頁
、
最
判
昭
和
四
一
年
四
月
一
日
裁
判

集
八
三
号
一
七
頁
が
、
双
方
と
も
夫
か
ら
の
請
求
で
あ
る
が
、

認
容
し
て
い
る
。
戦
前
戦
後
の
判
例
に
関
す
る
分
析
に
つ
い
て

は
、
野
川
照
夫
「
配
偶
者
の
地
位
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
」
（
『
現
代
家
族
法
大
系
2
』
）
三
六
一
頁
以
下
、
竜
寄
喜
助

「
不
貞
に
ま
つ
わ
る
慰
謝
料
請
求
法
」
　
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
一

（
3
）

四
号
）
　
＝
頁
以
下
、
等
参
照
。

本
判
決
に
関
す
る
判
例
批
評
の
主
な
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る

（
以
下
、
文
献
の
引
用
は
、
こ
の
番
号
に
よ
る
）
。

①
中
川
　
淳
「
家
庭
破
壊
に
よ
る
配
偶
者
と
そ
の
子
の
慰
謝

　
料
」
（
判
夕
三
八
三
号
、
尚
、
そ
の
後
、
同
『
核
家
族
の
法

　
理
』
に
収
録
）

②
島
津
一
郎
「
不
貞
行
為
と
損
害
賠
償
」
（
判
夕
三
八
五
号
）

③
　
人
見
康
子
「
不
貞
の
相
手
方
に
対
す
る
子
の
慰
謝
料
請
求

　
権
」
（
い
9
♂
＜
ω
O
ゲ
O
O
一
り
　
同
4
0
●
◎
◎
）

④
　
前
田
達
明
「
妻
及
び
未
成
年
の
子
の
あ
る
男
性
と
肉
体
関

　
係
を
持
ち
同
棲
す
る
に
至
っ
た
女
性
の
行
為
と
右
未
成
年
の

　
子
に
対
す
る
不
法
行
為
の
成
否
」
（
民
商
法
雑
誌
八
二
巻
四

　
号
）

⑤
同
「
不
貞
に
も
と
ず
く
損
害
賠
償
」
（
判
夕
三
九

　
七
号
）

⑥
泉
久
雄
「
親
の
不
貞
行
為
と
子
の
慰
謝
料
請
求
」
（
ジ

　
ュ
リ
ス
ト
六
九
四
号
）

⑦
　
　
同
　
　
「
親
の
一
方
と
同
棲
す
る
第
三
者
と
子
へ
の
不

　
法
行
為
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
八
号
）

⑧
沢
井
裕
「
夫
と
通
じ
た
者
に
対
す
る
妻
子
の
慰
謝
料
請

　
求
権
」
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
家
族
法
判
例
百
選
（
第
三
版
×

　
2
3
）

⑨
阿
部
徹
「
不
貞
の
相
手
方
の
不
法
行
為
責
任
」
（
判
夕
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四
一
一
号
）

　
　
⑩
　
津
田
賛
平
「
親
の
不
貞
行
為
の
相
手
方
に
対
す
る
子
の
慰

　
　
　
謝
料
請
求
の
可
否
」
　
（
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
二
巻
七
号
）

　
　
⑪
　
水
野
紀
子
「
夫
と
同
棲
し
た
女
性
に
対
し
て
妻
ま
た
は
子

　
　
　
か
ら
慰
謝
料
請
求
が
で
き
る
か
」
（
法
協
九
八
巻
二
号
）

　
　
⑫
同
「
不
貞
行
為
の
相
手
方
に
対
す
る
配
偶
者
お
よ

　
　
　
び
未
成
年
子
の
慰
謝
料
請
求
し
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
民
法
判

　
　
　
例
百
選
∬
・
債
権
、
8
2
）

　
　
⑬
林
修
三
「
親
が
浮
気
で
家
出
し
た
場
合
、
残
さ
れ
た
こ

　
　
　
ど
も
は
浮
気
の
相
手
方
に
慰
謝
料
の
請
求
が
で
き
る
か
」

　
　
　
　
（
時
の
法
令
一
〇
三
九
号
）

　
　
⑭
榎
本
恭
博
「
妻
及
び
未
成
年
の
子
の
あ
る
男
性
と
肉
体
関

　
　
　
係
を
持
ち
同
棲
す
る
に
至
っ
た
女
性
の
行
為
と
右
未
成
年
の

　
　
　
子
に
対
す
る
不
法
行
為
の
成
否
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
四
号
）

（
4
）
白
井
正
明
・
典
子
「
弁
護
始
末
記
・
男
と
女
、
そ
し
て
子
供
の

　
　
濫
僧
の
か
ら
み
合
い
」
（
時
の
法
令
一
〇
七
一
号
）
三
四
頁
。

（
5
）
前
田
④
、
五
二
三
～
五
二
四
頁
に
関
連
事
．
項
と
共
に
整
理
さ
れ

　
　
た
　
覧
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
⑩
の
判
決
（
判
夕

　
　
・
三
八
○
号
一
一
四
頁
）
を
付
加
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
　
尚
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
内
、
④
、
⑥
、
⑦
、
⑨
は
未
公
表
で
あ

　
　
る
が
、
幸
い
、
最
高
裁
く
大
阪
ケ
f
ス
▽
の
上
告
理
由
中
に
、

　
　
⑥
、
⑦
、
⑨
の
判
決
文
の
引
用
が
あ
る
。

（
6
）
従
来
、
こ
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
中
川
善
之
助

（
7
）

（（98
））

（　　（
11　10
）　　＼ノ

（
1
2
）

（
1
3
）

「
愛
情
の
自
由
と
責
任
」
（
判
例
評
論
五
二
号
、
尚
、
こ
れ
は
東

京
地
裁
昭
和
三
七
年
判
決
の
批
評
で
あ
る
）
、
谷
口
・
植
林
『
損

害
賠
償
法
概
説
』
二
六
四
頁
、
我
妻
編
『
親
族
法
（
判
例
コ
ン

メ
ン
タ
ー
ル
）
』
三
八
三
頁
等
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

本
件
評
釈
者
の
中
で
も
、
男
絵
賛
成
は
島
津
、
人
見
、
前
田
、

阿
部
、
津
田
、
水
野
の
各
氏
、
判
旨
反
対
は
中
川
、
泉
、
沢
井
、

林
の
各
氏
に
分
か
れ
て
い
る
。

中
川
（
善
）
・
前
掲
論
文
四
頁
。

中
川
（
淳
）
①
＝
頁
。
泉
⑥
九
〇
頁
、
林
⑬
五
八
～
五
九
頁

も
同
旨
。

人
見
③
八
五
頁
。

二
宮
孝
富
「
家
族
関
係
と
不
法
行
為
」
（
野
村
他
編
著
『
不
法
行

為
』
学
陽
書
房
）
一
＝
八
頁
。

中
川
（
淳
）
①
＝
頁
。

有
地
亨
「
家
族
法
秩
序
に
お
け
る
論
理
構
成
」
（
法
政
研
究
三

三
巻
三
二
六
号
）
一
⊥
ハ
三
頁
以
下
、
同
「
現
代
家
族
法
の
構
成

と
基
本
原
理
」
（
奥
田
平
編
『
民
法
学
7
』
）
八
頁
、
同
「
家
族
」

（『

笏
g
講
座
・
基
本
法
学
2
・
団
体
』
）
九
三
頁
、
参
照
。
ま

た
、
中
川
（
淳
）
教
授
も
「
家
族
法
に
お
け
る
個
人
は
、
財
産

法
に
お
け
る
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
個
人
と
異
な
り
、
’
一
体
的

ま
た
は
八
千
的
関
係
に
お
け
る
個
人
、
ま
た
は
身
分
関
係
に
お

け
る
愛
情
的
利
益
を
荷
っ
て
い
る
個
人
」
と
し
て
把
握
す
べ
き

こ
と
を
主
張
さ
れ
る
（
中
川
（
淳
）
①
二
頁
）
。
尚
、
佐
藤
隆
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夫
「
現
行
家
族
法
上
の
親
と
子
の
地
位
」
（
ケ
ー
ス
研
究
一
七
八

　
　
号
）
二
五
頁
参
照
。

（
1
4
）
尚
、
近
時
、
こ
の
「
人
格
利
益
」
的
構
成
に
対
し
、
「
関
係
的
利

　
　
益
」
概
念
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
林
田
清
明
「
親
子
関
係
の
法

　
　
的
保
護
」
（
大
分
大
学
経
済
論
集
三
三
巻
三
号
）
四
六
頁
以
下
。

　
　
そ
の
問
題
点
の
指
摘
に
つ
き
、
植
木
哲
「
民
法
学
の
あ
ゆ
み
」

　
　
　
（
法
律
時
報
五
五
巻
八
号
）
一
三
三
頁
参
照
。

（
1
5
）
島
津
②
＝
一
四
頁
。
同
旨
、
人
見
③
八
五
頁
、
津
田
⑩
四
八
頁
、

　
　
水
野
⑪
一
六
九
頁
。

（
1
6
）
沢
井
⑧
五
三
頁
。
泉
⑥
九
〇
頁
は
、
第
三
者
に
よ
る
家
庭
破
壊

　
　
行
為
の
「
誘
発
」
を
も
っ
て
「
特
段
の
事
情
」
に
含
め
る
べ
き

　
　
だ
と
い
う
。

（
1
7
）
津
田
⑩
四
七
頁
。

（
1
8
）
九
州
家
族
研
究
会
「
婚
姻
費
用
分
担
・
扶
養
審
判
例
の
分
析
と

　
　
算
定
方
式
の
研
究
（
中
）
」
（
家
庭
裁
判
月
報
二
六
巻
九
号
）
五

　
　
二
～
五
三
頁
参
照
。
従
来
、
重
婚
的
内
縁
関
係
の
問
題
は
主
と

　
　
し
て
、
配
偶
者
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
間
に
お
け

　
　
る
が
如
き
、
嫡
出
子
・
非
嫡
出
子
の
相
互
関
係
も
今
後
の
大
き

　
　
な
課
題
で
あ
る
。

（
1
9
）
両
者
の
対
立
の
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
、
婚
外
子
が
父
親
の
氏

　
　
へ
の
変
更
を
申
し
立
て
た
場
合
に
、
婚
外
子
の
福
祉
の
擁
護
の

　
　
要
請
と
嫡
出
家
族
の
保
護
の
要
請
と
が
対
立
す
る
。
こ
れ
に
関

　
　
す
る
審
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
有
地
・
前
掲
「
家
族
」
八

　　　　　　　　　　

23　22　21　20
）　　）　　）　　）

（
2
4
）

（
2
5
）

三
頁
以
下
、
叶
和
夫
「
婚
外
子
の
氏
を
父
に
変
更
す
る
こ
と
の

可
否
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
五
号
）
一
二
一
頁
以
下
参
照
。

泉
⑥
九
〇
頁
。

津
田
⑩
四
九
頁
。

泉
⑥
九
〇
頁
、
沢
井
⑧
五
三
頁
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
父
親
の
「
自
由
意
思
」
を
論
拠
に
子
の
慰
謝

料
請
求
を
否
定
す
る
論
理
構
成
を
妻
の
慰
謝
料
請
求
の
場
合
に

も
適
用
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
も
強
い
。
例
え
ば
、
島
津
②

一
二
二
頁
、
前
田
⑤
四
頁
。

前
田
④
六
五
頁
。

島
津
②
一
二
四
頁
。

（
付
記
）
本
稿
は
家
族
研
究
会
で
の
報
告
を
加
筆
・
訂
正
し
た

も
の
で
あ
る
。
当
日
の
研
究
会
に
お
い
て
貴
重
な
ご
教
示
を
賜

っ
た
有
地
亨
教
授
、
そ
の
他
研
究
会
員
の
皆
さ
ん
に
感
謝
い
た

し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
野
義
美
）
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